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米子市長の意見及び申請者の見解 

 
・米子市長から寄せられた意見（廃棄物処理法第 15 条第 5 項）及び申請者の見解の概要を項目別に記載した

ものです。 

 

 ＜米子市長の意見の概要＞ 

・「本市としては、生活環境の保全上の見地からの意見はありません。」 

・「関係法令等に基づき鳥取県において厳正に審査され、安全性の確認及び生活環境の保全について適正

な配慮がなされることを確認されるよう要請します。」 

・「関係自治会は、県内のどこかには産業廃棄物管理型最終処分場が必要との思いから、本件に係る最終処

分場設置を容認したと伺っており、このような地域住民の思いを十分に踏まえていただき、各関係自治会か

らの地域振興事業の実施に関する要望に対して、最大限の配慮をお願いします。」 

 

※米子市意見において別紙として回答のあった関係自治会役員からの聴取り概要のうち、設置許可申請に係る

施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画等に係る意見に対する申請者の見解は以下のとおりで

す。 

 
 

  

項目 意見概要 申請者の見解概要 

関
係
自
治
会
厭
只
叏 

聴
取
叫
概
要 

① 
塩川の水質検査について、実施回数等
の充実をお願いしたい。 

・塩川の水質検査については、皆様に安全性を
確認していただけるよう引き続き実施する。その
結果や周辺地下水の水質結果等の施設維持
管理に係る情報は、ホームページ等を使って、
わかりやすく示す。 

・搬入経路の交通安全対策等については、搬入
事業者への周知徹底をはじめ、施設運営の安
全管理を徹底し、周辺住民の皆様にとって安
心・安全な施設となるよう万全の体制で進めて
いく。 

② 
産廃最終処分場の搬入経路の交通安
全対策、渋滞対策をお願いする。 

③ 
水質検査の結果などの数値をできるだ
け分かりやすく示してほしい。 

④ 
良い施設を作っていただくということで了
解しており、最後までしっかり対応してほ
しい。 
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